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（
健
康
福
祉
課
）

　

こ
の
制
度
は
、「
一
億
総
活
躍
社

会
」
の
実
現
に
向
け
、
賃
金
引
上
げ

の
恩
恵
が
お
よ
び
に
く
い
低
所
得
の

高
齢
者
を
支
援
し
、
支
給
す
る
も
の

で
す
。

　

対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
方
へ
、

４
月
中
旬
に
申
請
書
等
を
送
付
し
て

お
り
ま
す
。
同
封
し
た
留
意
事
項
等

を
よ
く
ご
確
認
い
た
だ
き
、
申
請
期

間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
支
給
対
象
者

　

平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の

対
象
で
あ
っ
た
方
の
う
ち
、
平
成
28

年
度
中
に
65
歳
以
上
に
な
る
方

※
生
活
保
護
等
の
受
給
者
、
市
町
村

民
税
の
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
方
は
除
く
。

○
支
給
金
額　
支
給
対
象
者
１
名
に

　

つ
き
３
万
円

○
提
出
書
類

①
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給

付
金
（
高
齢
者
向
け
）
申
請
書

（
請
求
書
）

②
申
請
・
受
給
者
の
方
の
本
人
確
認

書
類
（
代
理
申
請
・
受
給
を
行
う

場
合
は
、
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
も
必
要
と
な
り
ま
す
）

③
受
取
口
座
の
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し

※
③
に
つ
い
て
は
、
内
容
に
よ
り
添
付

が
不
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
申
請
期
間

　

４
月
20
日
㈬
～
７
月
20
日
㈬

※
申
請
期
限
ま
で
に
申
請
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
場
合
、
給
付
金
を
支
給
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課　

社
会
福
祉
Ｇ

　

☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

健
康
を
守
り
、
生
活
習
慣
病
を
よ

り
効
果
的
に
予
防
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
を
実
施
し
ま
す
。

　

町
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
40

歳
以
上
の
方
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
の
方
に
は
、
６
月

中
旬
に
特
定
健
康
診
査
受
診
券
（
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
は
健
康

診
査
受
診
券
）
を
送
付
し
ま
す
。
健

康
づ
く
り
の
た
め
、
ぜ
ひ
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

○
健
診
日

　

７
月
１
日
㈮
～
３
日
㈰

　

８
月
６
日
㈯
、
７
日
㈰

※
保
健
セ
ン
タ
ー
で
行
う
が
ん
検
診

の
日
に
受
診
で
き
ま
す
。

○
持
参
す
る
も
の

・
健
康
保
険
証

・
受
診
券

・
自
己
負
担
金

　

国
保
加
入
者　
　

	

１
，
７
０
０
円

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

	

（
詳
細
項
目
希
望
者
）　

７
０
０
円

※
本
年
度
、
町
補
助
で
人
間
ド
ッ
ク

を
受
診
す
る
方
は
、
特
定
健
診
は

受
診
で
き
ま
せ
ん
。

※
個
別
健
診
を
ご
希
望
の
方
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

町
民
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

（
健
康
福
祉
課
）

　

が
ん
検
診
の
申
し
込
み
を
2
月
に

受
け
付
け
ま
し
た
。
転
入
等
で
申
し

込
み
が
で
き
な
か
っ
た
方
は
、
保
健

セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
健
診
日

　

７
月
1
日
㈮
～
３
日
㈰

　

８
月
６
日
㈯
、
７
日
㈰

○
申
し
込
み
期
間

　

６
月
１
日
㈬
～
10
日
㈮

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

○
料
金 

・
成
人
健
診
（
国
保
加
入
者
）

　

20
歳
以
上
39
歳				

１
、
０
０
０
円

・
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

	

（
結
核
・
肺
が
ん
検
診
）　

　

40
歳
以
上　
　
　
　
　

	　

無　

料

・
胃
が
ん

　

40
歳
以
上
69
歳　

	

１
，
０
０
０
円

　

70
歳
以
上　
　
　
　
　

	

５
０
０
円

・
大
腸
が
ん

　

40
歳
以
上
69
歳　
　
　

	

５
０
０
円

　

70
歳
以
上　
　
　
　
　

	

３
０
０
円

・
喀
痰
検
査
（
問
診
該
当
者
）

　

40
歳
以
上
69
歳	　
　

			

５
０
０
円

　

70
歳
以
上　
　
　
　
　

	

３
０
０
円

・
前
立
腺
が
ん
（
男
性
の
み
）

　

40
歳
以
上
69
歳　
　
　

	

５
０
０
円

　

70
歳
以
上　
　
　
　
　

	

３
０
０
円

・
肝
炎
検
査

　

40
歳
の
方
と
41
歳
以
上
69
歳
ま
で

の
方
で
、
過
去
に
肝
炎
検
査
を
し
て

い
な
い
方　
　
　
　
　
　

	

５
０
０
円

　

70
歳
以
上
で
過
去
に
肝
炎
検
査
を

し
て
い
な
い
方　
　
　

	　

３
０
０
円

※
保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら
通
知
さ
れ
た

日
時
で
都
合
の
悪
い
方
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

☎
（84）
１
９
１
０

（
町
民
税
務
課
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
年
金

か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付
（
特
別

徴
収
）
を
希
望
し
な
い
方
は
、
申
し

出
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
に
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

申
請
書
は
、
町
民
税
務
課
（
③
窓

口
）
に
あ
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
の

際
に
は
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
既
に
納
付
方
法
の
変
更
申

請
を
い
た
だ
い
て
い
る
方
は
、
引
続

き
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま

す
の
で
、
改
め
て
手
続
き
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

○
口
座
振
替
の
で
き
る
金
融
機
関

・
武
蔵
野
銀
行

・
茨
城
む
つ
み
農
業
協
同
組
合

・
埼
玉
り
そ
な
銀
行

・
常
陽
銀
行

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

※
口
座
振
替
の
手
続
き
が
お
済
み
で

な
い
方
は
、
同
窓
口
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
以
外
）
で
受
付
け
ま
す
の

で
、
口
座
の
詳
細
（
通
帳
等
）
と
銀

行
届
出
印
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

平
成
28
年
度
の
自
動
車
税
の
納
期

限
は
５
月
31
日
㈫
で
す
。
納
期
限
を

過
ぎ
ま
す
と
、
納
め
る
税
額
の
他
に

延
滞
金
も
あ
わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

納
め
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
に

は
、
財
産
（
預
金
、
給
与
、
自
動

車
、
不
動
産
な
ど
）
の
差
押
な
ど
、

滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
願
い
ま
す
。
納
税
が

お
済
み
で
な
い
方
は
、
至
急
納
め
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

筑
西
県
税
事
務
所

　

☎
０
２
９
６
（24）
９
１
９
０

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時

福
祉
給
付
金（
高
齢
者
向
け
）

特
定
健
診

自
動
車
税
の
納
税
は
お
済

み
で
し
ょ
う
か

が
ん
検
診
（
追
加
受
付
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
付
方
法
は
変
更
で
き
ま
す


